
銅剣をしていて

媛聞に思ったこと，

医師または患者さんに

かれて図ったこと，医師に媛

鑓照会して対応したがいまひとつ納

得できないこと，ありませんか? 皆さんの媛問

に各分野の尊門家がお答えいたします.

調剤報酬のf在宅愚書簡問藁剤管理指導料Jに

ついては，医師が往齢している患者でない限

り，鱒定できないのでしょうか。また.ft置報酬の

f居宅額量管理指導貴jについてはどうでしょうか。

(匿名穏盟)

調剤報酬の「在宅患者訪問薬剤管理指導すI-Jの

算定については，その患者が医師の往診を受

けているか否かは関係ありません。介護報酬のiJ否宅療

養管理指導費」についても同様です。

調剤報酬(健康保険法)で規定されている「在宅患者

訪問薬剤管理指導料」は，居宅で療養を行っている患

者に対し，医師jの指示に基づき，薬剤師が患家を訪問

して薬学的管理指導を実施した場合に算定するもので

す。

算定対象となる患者については，要件としてiJ社宅に

おいて療養を行っている患者Jとされていることから，

医師の往診を受けていることが前提条件であると誤解

されているかもしれませんが，問要件では「通院が悶難

なもの」とも明記されています (表1)。

このことから，必ずしも医r:iliの往診を受けている患

者でないと算定対象として認められないわけで、はない

ということがわかります。また，介諜報酬の「居宅療養

管理指導費Jについても，要件として「通院が凶難な利

用者に対して」とされていますので，調剤報酬の場合と

考え方はまったく同じです (表2)。

Information 

ご質問をお寄せくだ

さい。要項1~47頁にあり

ることによってのみ行います。竃ldや

ファクシミリによる回答はご容赦くださ

い。また，特孫主主ケースの質問は，銀問されない

とともありますのであらかじめごJj)ください。

表1 調剤報酬点数表

「三宅患一言語i里指制

500点 (月の11l'11;1)/300点(JJの21i111ol以降)

yt 1 あらかじめのー宅忠告i~Jjllll ;.\li宵 IFì:ì珂H船停を行う 行を地方tl:
会ü~I)M(務局長に日けrI\た保険楽 1îiJ において，居宅におい

主療養1:丘三主己主皇室(通院が困難なものに限る。)に対し

て. 1宍仰の指示に lJ;づき.集剤r.1~が;草;ィ'NI~管理!指導訂~lIi を
策定し.忠家を紡Illjして. :J;I~ "f:(I~ 1'\':里J\J.え び~t行導を行 った場
合に. JJ 41日1(がん末期忠者及びIjI'L、静脈栄建法の対象忠

おについては担21mかつ)18恒J)に限りn，とする。

<以下.省略〉

表2 介護報酬単位表

|居宅療養管理指導費

I -1 1医師又は前科医師が行う場合 <略>

. ロ 薬剤師が行う場合

(])病院又は診療所の楽剤師

550単位(対の1-2凶1，1)/300Ijl絞りJの31目1，1以降)

(2)薬対の薬剤師l

5001制立 (JJの1IITI日)/300Jitf立(JIの2同日以降)

i注1 通院が困難な利用者に対して，指定Jd宅療養管理Il指導

事業所の薬剤師が.医自i~又は前科医印liの指示 (1薬局の薬
剤師にあっては.医師又は前科医師の指示に基づき. 当

該当~剤師iが策定 した薬学的管理指導言 lïlDj) に基づき . 当
該利JIJ者の!汚宅を訪問jし楽学的な特別指導を行った場

合に.1月に2問 c;m}.. Jの薬剤師にあっては4阿)を限度

として算定する。ただし別に厚生9J・働大任が定める字「

に対して.、li該利川者のIJi<tを訪11I1し楽学的なl[;i'JW指
導を行った場令は. ([) (二)又は (2)(一)の場令につい

て. 1週に21D1.かつ. 1}-jに81111を限度として算定する。

<以下省略> ~ 
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肉眼藁の調剤料は，同ーの服用時点ごとに1

剤として算定しますが，同ーの服用時点で

あっても別問として算定できるケースはどのよう怠蝿

含ですか。また，ロ腔肉崩緩症の燭合はどのように考

えるべきでしょうか匿名希望)

11百|の処方において2種類以 1'.の内lJIi薬を調斉IJ

する場合，調剤事SIについては，HIit月1日1日を通

じて 11[13 l!ll， 'tfj:食後服用J，111:12回，朝夕食後服

用J，11日l回.就寝前IlliJlJJ， 16時間毎JJRHJJなどの

ように服用時点が同一であるものごとに 11剤」として

まとめたうえで，調斉IJ日数分に応じた点数を計算し，

算定します。

ただし|百トーの服用時点で‘あったとしても， ①配合

不適など調剤技術上の必要性から個別に調剤した場合.
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②内服用回型剤 (錠剤，カプセル剤，散斉IJなど)と内)j民

月1液剤の場合， ①内1M錠とチュアブル錠または舌下錠

などのようにflIiJH方法が興なる場合一ーについては.

調剤行為が別々となりますので，市;j:i!sの基本的な考え

ブjにかかわらず「それぞれを別剤として算定できるJと

されています。

また.仁川主内崩壊錠については， 1水なしでも服用で

きる」とされている製剤です・が，通常の錠剤と同様に，

水またはぬるま湯で服用することも可能です。そのた

め，仁川?と内崩壊錠と千f通の|古|形斉IJを同時に1M畑するよ

うな処方内容 (すなわち，同一の)j即日時点)の場合には.

わざわざI二lm;~内崩壊錠だ、けを別斉IJ として算定する必要

性があるとは考えにくいことから，同一のIJ即日時点で

あれば11剤Jとして解釈するのが安当でしょう。


